
太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程を次のように定め

る。 

 

令和８年３月３１日 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市訓令第３号 

 

太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。）第３８条第１項の規定に基づき、職員が営利企

業等に従事する場合の許可等に関して必要な事項を定めるものと

する。 

 （対象職員） 

第２条 この訓令において「職員」とは、次の各号に定めるとおりと

する。 

⑴ 太田市職員定数条例（平成１７年太田市条例第４５号）第２条

に定める職員 

⑵ 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員 

⑶ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

１４年法律第４８号）第３条、第４条又は第５条の規定により採

用された職員 

⑷ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員 

 （兼業） 



第３条 この訓令において「兼業」とは、次の各号のいずれかに該当

する場合をいう。 

⑴ 営利を目的とする私企業（以下「営利企業」という。）を営む

ことを目的とする会社その他の団体の役員（取締役、執行役、会

計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発

起人及び清算人をいう。以下同じ。）に就任すること。 

⑵ 自ら営利企業を営むこと（以下「自営」という。）。 

⑶ 報酬（労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金

銭をいい、交通費等の実費弁償は含まない。）を得て、何らかの

事業又は事務に従事すること。 

 （営利企業等） 

第４条 前条第１号の「営利を目的とする私企業を営むことを目的と

する会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこ

れを構成員に配分することを主目的とする企業体をいい、会社法

（平成１７年法律第８６号）上の会社のほか、法律によって設立さ

れる法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。 

２ 前条第２号の「自営」とは、職員が自己の名義で商業、工業、金

融業等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企

業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。 

３ 前項の場合において、不動産又は駐車場（以下「不動産等」とい

う。）の賃貸にあっては次の各号のいずれかに該当するときは、自

営に当たるものとして取り扱うものとする。 

⑴ 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合 

ア 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が５棟以上である

こと。 

イ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができ

る独立的に区画された一の部分の数が１０室以上であること。 

ウ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が１０件以上である



こと。 

エ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集

会、遊技等のための設備を設けたものであること。 

オ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するも

のであること。 

⑵ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合 

ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であるこ

と。 

イ 駐車台数が１０台以上であること。 

⑶ 不動産等の賃貸に係る賃貸料収入の額（これらを併せて行って

いる場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額）が

年額１，０００万円以上である場合（建物の賃貸のみを行う場合

にあっては、当該建物の床面積の合計が６００平方メートル未満

である場合を除く。） 

⑷ 第１号又は第２号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあ

ると認められる場合 

４ 前項第３号の賃貸料収入の額は、申請時において見込まれる将来

１年間の収入予定額で判断する。 

５ 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、１戸建て１

棟をアパート２室相当、土地１件又は駐車場１台をアパート１室相

当として換算し、これらを合計して１０室相当以上となるときは、

自営に当たるものとして取り扱う。 

６ 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分した

ものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として自営に当たるか

否かを判断する。賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動

産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。 

７ 太陽光電気（太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる

電気をいう。以下同じ。）の販売にあっては、販売に係る太陽光発



電設備の定格出力が５０キロワット以上である場合には自営に当た

るものとして取り扱う。 

８ 自家消費にあてることを主たる目的とする米、麦、そ菜等を生産

する農作並びに小規模の果樹栽培及び酪農（主たる原料を購入して

製造又は加工するものを除く。）は、営利企業には含まれない。 

９ 副業的に果樹栽培又は酪農を営むものについては、大規模に経営

して店舗その他の営業設備を有するなど客観的に企業と判断される

ものは、営利企業に該当する。 

１０ 前条第３号の「事業又は事務に従事」とは、職員の職務以外の

業務に継続的又は定期的に従事する場合をいう。 

 （兼業許可の申請） 

第５条 職員は、兼業の許可を受けようとするときは、あらかじめ兼

業許可申請書（様式第１号）又は自営兼業許可申請書（様式第２号

又は様式第３号）を任命権者に提出しなければならない。 

２ 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、兼業の可否を兼業許可決定通知書（様式第４号）又は兼業

不許可決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとす

る。 

 （兼業許可の基準） 

第６条 任命権者は、兼業の許可の申請があった場合においては、次

の各号の要件を満たし、かつ、職務の遂行に支障がないと認めると

きに限り、許可することができる。 

⑴ 職員の兼業が営利を主目的としたものや法令に反するもので

はなく、兼業により、社会貢献や職員の能力向上（職務上求めら

れる能力の向上をいう。）が期待されること。 

⑵ 兼業しようとする職員が占める職と許可に係る兼業先との間

に、免許、認可、許可、検査、監査、税の賦課・徴収、補助金の

交付、工事の請負、物件の使用、物品の購入等の特別な利害関係



がないこと。 

⑶ 兼業の内容が、職員としてふさわしいものであり、公務の公平

性・中立性を妨げるものではないこと。 

⑷ 報酬の額は、社会通念上相当と認められる範囲内であること。 

⑸ 原則として、兼業に従事する時間が勤務時間外であること。 

⑹ 原則として、兼業に従事する時間が、１週間当たり８時間以下、

１か月あたり３０時間以下、勤務時間が割り振られた日において

１日３時間以下であること。 

 （許可の期間） 

第７条 兼業の許可は、原則として２年を超えない期間について与え

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この期間中に昇任、転任、兼任等によ

り職員が占める職に異動を生じた場合又は許可に係る兼業の内容に

変更があった場合には、第５条第１項の規定に準じ新たに許可を受

けなければならない。 

 （許可の取消し） 

第８条 兼業の許可を受けた職員は、当該兼業を必要としなくなった

とき又は当該許可に係る内容が許可の要件に該当しなくなったと

きは、直ちに兼業許可取消申請書（様式第６号）を提出しなければ

ならない。 

２ 任命権者は、前項の規定にかかわらず兼業の許可を受けた職員が、

次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、兼業の許可を取り

消すものとする。 

⑴ 当該許可に係る内容が、事実と相違すると認めるとき。 

⑵ 当該許可に係る内容が、許可の要件に該当しなくなったとき。 

３ 任命権者は、前２項の規定に基づき兼業の許可を取り消す場合は、

兼業許可取消通知書（様式第７号）により申請者に通知するものと

する。 



 （営利企業以外の団体の役員等の兼職） 

第９条 第３条に規定する場合のほか、職員が、職務上の必要により

国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄

附行為その他規約で定める役員その他役職に報酬を得ずに就任す

るときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。 

２ 第５条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。 

 （委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日の前日までに、兼業許可等についてなされた

処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

兼業許可申請書 

 年 月 日 

（任命権者） 

        様 

                             （申請者）氏名 

地方公務員法第３８条第１項の規定により、兼業の許可を申請します。 

１ 申請者 

ふりがな  生年月日   年 月 日 歳 

氏 名 
 

 
現住所 

 

 

２ 本職 

所 属 
 

 

職
務
内
容
と
責
任
の
程
度 

 

 

 

 

 

 

職 名  

給 与 

   職  級  号給 

月額    円 

３ 兼業先 

勤務先 

（職業） 

 

 
勤
務
先
（
職
業
）
の
事
業
内
容 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 
 

 

役 職 
 

 

収入額 
☐月収 ☐年収 ☐その他 

円 

勤務時間 

☐常勤 ☐非常勤 
職
務
の
内
容
と
責
任
の
程
度 

 

 

 

 

 

 

 

       時から 時まで 

平均して １月 日 

     １日 時間 

     週のべ 時間 

期 間 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

４ 兼業が職務に与える影響 

 

 

 

５ 兼業を必要とする理由 

 

 

 

 
 

 



様式第２号（第５条関係）          （表） 

 

自営兼業許可申請書（不動産等賃貸関係） 

 年 月 日 

（任命権者） 

        様 

                             （申請者）氏名 

地方公務員法第３８条第１項の規定により、兼業の許可を申請します。 

１ 申請者 

ふりがな  生年月日   年 月 日 歳 

氏 名 
 

 
現住所 

 

 

２ 本職 

所 属 
 

 

職
務
内
容
と
責
任
の
程
度 

 

 

 

 

 

 

職 名  

給 与 

   職  級  号給 

月額    円 

３ 兼業先 

賃貸する 

不動産等 

建 物 

(独立家屋) 棟  延べ床面積 ㎡ 

(マンション等) 室  延べ床面積 ㎡ 

所在地  

土 地 

貸付件数 件  面積合計 ㎡ 

用途  

所在地  

駐車場 
駐車台数 台  設備の有無 ☐有   ☐無 

所在地  

その他 

(娯楽集会、遊技等の設備を設けた不動産) 

種類  件数・規模  

所在地  

(旅館、ホテル等特定の業務の用に供する建物) 

種類  件数・規模  

所在地  

賃貸料収入の 

予定年額 

合 計 円 

 

建 物 
(独立家屋) 円 

(マンション等) 円 

土 地 円 

駐車場 円 

その他 円 

不動産等の賃貸

に係る管理業務

の方法 

 

 

 

  



                     （裏） 

 

 

４ 職員の本職と許可に係る不動産等の賃貸との間の特別な利害関係の有無 

 

 

 

 

 

 

 

５ 職員の職務の遂行への支障の有無 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他公務の公共性及び信頼性の確保への支障の有無 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係）          （表） 

 

自営兼業許可申請書（不動産等賃貸以外の事業関係） 

 年 月 日 

（任命権者） 

        様 

                             （申請者）氏名 

地方公務員法第３８条第１項の規定により、兼業の許可を申請します。 

１ 申請者 

ふりがな  生年月日   年 月 日 歳 

氏 名 
 

 
現住所 

 

 

２ 本職 

所 属 
 

 

職
務
内
容
と
責
任
の
程
度 

 

 

 

 

 

 

職 名  

給 与 

   職  級  号給 

月額    円 

３ 兼業先 

事業の名称 
 

 

所在地 
 

 

事業内容 
 

 

収入の予定年額 円 

使用人の人数及び

職員との続柄 

 

 

事業の用に供する

土地、建物等の施

設の種類・規模及

び機械等の機器の

種類・数量 

 

 

 

 

 

職員が必要とする

事業への関与の内

容及びその業務へ

の従事時間 

 

 

 

 

当該事業の継承の

事由 

 

 

 

  



                     （裏） 

 

４ 職員の本職と許可に係る事業との間の特別な利害関係の有無 

 

 

 

 

 

 

 

５ 職員の職務の遂行への支障の有無 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他公務の公共性及び信頼性の確保への支障の有無 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

兼業許可決定通知書 

 

決定年月日   年   月   日 

 

            様 

（任命権者）             

印 

 

あなたから   年   月   日付けで申請のあった兼業許可申請については、許可しましたの

で、太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程第５条第２項の規定により通知します。 

 

１ 兼業先の名称等 

 

 

２ 許可の期間 

  年  月  日 から  年  月  日 まで 

（注）この期間中に昇任、転任、兼任等により職員が占める職に異動を生じた場合又は許可に係る

兼業の内容に変更があった場合には、新たに許可を受けること。 

３ 許可条件 

太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程を遵守すること。 

 

４ 備考 

当該兼業を必要としなくなったとき又は当該許可に係る内容が不許可の要件に該当するに至ったと

きは、直ちに兼業許可取消申請書（様式第６号）を提出すること。 

 

 
 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

兼業不許可決定通知書 

 

決定年月日   年   月   日 

 

            様 

（任命権者）             

印 

 

あなたから   年   月   日付けで申請のあった兼業許可申請については、不許可としまし

たので、太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程第５条第２項の規定により通知します。 

 

１ 申請のあった兼業先の名称等 

 

 

２ 不許可理由 

 

 

３ 備考 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

兼業許可取消申請書 

 

   年   月   日 

（任命権者） 

           様 

（申請者）             

                                

 

私は、太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程第８条第１項の規定により、この度の兼業許可

を取り消したいので申請します。 

 

１ 兼業許可決定通知書に記載された兼業先の名称等 

 

 

２ 兼業許可決定通知書に記載された決定年月日 

   年   月   日 

３ 取消理由 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

兼業許可取消通知書 

 

決定年月日   年   月   日 

 

            様 

（任命権者）             

印 

 

次のとおり許可決定を取り消しますので、太田市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程第８条第３

項の規定により通知します。 

 

１ 兼業許可決定通知書に記載された兼業先の名称等 

 

 

２ 兼業許可決定通知書に記載された決定年月日 

   年   月   日 

３ 取消理由 

 

 

 
 


